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次の問題の内容について、 適切なも のには「 ○」 、 不適切なも のには「 ☓」 を 、 解答欄

に記入し なさ い。                  

 

 

第１ 単元 宅地建物取引士の使命と 役割 

 問      題 解答欄 

１  

宅地建物取引士にはコ ンプラ イ アンス を重視し 実践する こ と が社会的に

も 期待さ れている が、 コ ンプラ イ アンス と は「 法令遵守」 と いう 意味であ

る こ と から 、 判断に迷う 事態に遭遇し た場合には、 法律に照ら し て決断を

導き 出すこ と が第一義であり 、 社会倫理と し ての判断については基準があ

いま いである こ と から 考慮は避ける べき である 。  

 

２  

売却価格 3, 500 万円でマンショ ンの専属専任媒介契約を締結し て販売活

動を 行っていたと こ ろ、 自社の顧客から 3, 400 万円で購入申込みが入っ

た。 売主には「 こ の機会を逃すと 長い期間売れないかも し れない」 と 伝え

100 万円の減額を了解し ても ら ったが、 会社に戻ったと こ ろ他業者を通じ

て 3, 450 万円での購入の申込みが書面であった。 し かし ながら 、 わずか 50

万円の差である こ と や、 他社が入る と 媒介報酬は半額になってし ま う こ と

などを考え、 当該他業者に対し ては「 たった今売買契約が成立し た」 と 断

り 、 自社で両手成約にする こ と にし た。  

 

３  

近年ではイ ンタ ーネッ ト の検索サイ ト や自社のホームページなど に不動

産情報を掲載する こ と が主流になっている が、 掲載後に媒介契約が期限切

れによ り 失効し たり 成約済みと なったにも かかわら ず、 故意に掲載し 続け

集客する 行為は「 おと り 広告」 と なる 。  

 

４  

宅地建物取引士と し て重要な責務の一つは、 宅地建物取引業法第 35 条

によ る 重要事項説明書の説明である 。 購入者の希望や個別事情に基づく 調

査依頼についても 、 し っかり と 調査し て重要事項説明書に記載する 必要が

ある 。  

 

５  

現在勤務し ている 不動産媒介業者よ り も 雇用条件の良い建売業者に転職

する こ と が決ま ったが、 入社後なる べく 早い時期に販売実績を上げる こ と

を強く 期待さ れていたため、 こ れま でにリ ス ト 化し ていた自分の購入希望

顧客に向けて新たな勤務先から 転職の挨拶状を送り 、 引き 続き 自分が担当

すれば何名かはすぐ に成約に持ち込める と 考え、 退職時にＵＳ Ｂ メ モリ ー

（ 記憶媒体） に個人データ を記憶さ せて持ち出すこ と にし た。  

 

６  

新築戸建の販売代理を委託さ れた際に売主宅建業者から 渡さ れた販売用

パンフレ ッ ト には、 南側は畑で「 生産緑地」 と 書かれており 、 売主から は

「 日照をぜひセールス ポイ ント にし ても ら いたい。 」 と の説明があったこ

と から 、 購入希望者には「 生産緑地なので建物が建たず、 将来的にも こ の

環境と 陽当たり の良さ は変わり ま せん。 」 と 説明する こ と と し た。  

 

  

第２ 単元 改正法令の主要な改正点と 実務上の留意事項 

 問      題 解答欄 

１  

不動産が管理不全空家等である 場合、 市区町村長の指導や勧告を 受ける

こ と がある こ と に留意し 、 かつ、 勧告さ れた管理不全空家等の土地は、 住

宅用地に対する 固定資産税の課税標準の特例を解除さ れる 等に留意する 必

要がある が、 重要な事項と し て説明する 必要はない。  

 

２  投資用マンショ ンの売買の勧誘をする こ と を告げずに、 消費者が投資セ  
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ミ ナーに参加すれば任意に退去する こ と が困難である こ と を知り ながら 、

セミ ナー会場に同行し 、 セミ ナー会場においてマンショ ンの契約締結につ

いて勧誘を 行い、 消費者が困惑し たと し ても 、 その場で自ら マンショ ン購

入の契約をし た場合には、 契約取消事由に当たる こ と はない。  

３  

盛土規制法によ る 規制区域は、 宅地だけでなく 森林や農地も 広く 対象と

する こ と と なり 、 土砂流出、 盛土等によ り 人家等に被害を及ぼし う る エリ

アでは、 市街地や集落等から 離れている エリ アも 指定する こ と ができ る こ

と と し たが、 一時的な堆積については規制の対象外と なった。  

 

４  

民法の改正によ り 、 他の土地に設備を設置し なければガス の供給を受け

る こ と ができ ない土地の所有者は、 必要な範囲で、 他の土地に設備を設置

する こ と ができ る こ と と なった。  

 

５  

重要事項説明書への宅地建物取引士の押印は必ずし も 必要ではなく な

り 、 説明書の交付についても 、 顧客に承諾を得る こ と を前提に、 電磁的方

法での提供が可能と なった。  

 

 

第３ 単元 紛争事例と 関係法令およ び実務上の留意事項 

 問      題 解答欄 

１  
建物売買の媒介を頼ま れた宅建業者は、 公簿売買で取引する のであれ

ば、 現地の境界を確認する 必要はない。  
 

２  

売買の買主から 媒介を頼ま れた宅建業者が、 誤った重要事項説明を行い

それが違法性を帯びる 場合、 買主が誤った重要事項説明をさ れたこ と を知

ら なかったと き は、 最長 20 年買主から 損害賠償請求をさ れる 可能性があ

る 。  

 

３  

過去に建築確認が違法に取得さ れた建物の場合、 一度は建築確認を取得

し ている ので、 既存建物と し て売買の媒介をする 場合、 再度の建築確認を

取得する には建築確認取得の要件を欠いていて、 新たに建築確認を取得す

る のは難し いこ と を、 重要事項と し て説明する 必要はない。  

 

４  

マンショ ンの 1 階にある 賃貸店舗の媒介で、 借主希望者が焼肉店の営業

を予定し ていた。 こ の店舗の賃貸媒介業者は「 マンショ ン管理規約で店舗

部分から 臭気を発生する 業種等の営業の用に供し てはなら ないこ と 、 同規

約に抵触する 恐れのある 業種を営業し よ う と する 場合は事前に管理組合に

届け出て、 承認を得る 必要がある こ と 等の定めがある こ と 」 を重要事項と

し て説明すれば足り 、 当該焼肉店の営業が認めら れる かどう か、 管理組合

に問い合わせる 必要はない。  

 

５  

居住用マンショ ン（ 区分建物） の賃貸の媒介で、 マンショ ンの管理規約

等で「 ペッ ト 飼育不可」 ・ 「 ピ アノ の持込・ 演奏禁止」 の規定がある 場

合、 媒介業者は借主が「 ペッ ト 飼育」 の予定がなく ても 、 ま た、 「 ピ ア

ノ 」 を所有し ていなく ても 、 「 ペッ ト 飼育不可」 ・ 「 ピアノ の持込・ 演奏

禁止」 の管理規約等がある こ と を説明する 必要がある 。  

 

６  

宅建業の免許を持たないＸ 社は、 大手の開発業者が分譲し た７ 区画を、

１ 区画 3, 000 万円で購入し た。 Ｘ 社は、 ３ 年ほど何も 利用し ない状態で保

有し 、 １ 区画約 4, 000 万円で一般の客７ 名に転売し た。 こ のＸ 社の行為は

宅建業の無免許営業になる 可能性が高く 、 こ の分譲地のＸ 社の買取と 転売

を仲介し たＹ 社の代表者は仲介手数料の利益し か得ていない場合でも 、 Ｘ

社の無免許営業の幇助犯に該当する 可能性が高い。  

 

７  

宅建業者Ｘ 社は、 原野商法の被害者に「 他の土地を買ってく れれば、 今

所有し ている 原野を買い取る 。 」 と 持ちかけ、 差額代金をだま し 取る よ う

な営業を行っていた。 宅建業者Ｘ 社のその行為に宅地建物取引士の名義を

貸し たＹ は、 だま さ れた客から 差額代金について損害賠償を請求さ れる 可

能性はない。  
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８  

宅建業法第 35 条第１ 項各号に定める 重要事項は限定列挙なので、 宅建

業法第 35 条第１ 項各号に掲げら れていない事項については、 いかに重要

な事実であっても 、 宅建業者は重要事項説明義務を負わない。  

 

９  

売買対象地の一部が、 事業化が未定の都市計画道路にかかっ ている 場

合、 事業化が未定であっても 、 一定の建築制限を受けたり 、 将来的にセッ

ト バッ ク が必要と なる ため、 宅建業者は当該事実を重要事項と し て買主に

説明する 義務がある 。  

 

10 

買主が隣地の自然環境を重視し て、 売買対象地の購入を決めた場合、 売

買対象地の隣地の自然環境は、 隣地所有者の土地の使用状況によ って変わ

る のである から 、 売買契約時に隣地開発の計画があり 隣地の自然が近い将

来なく なる こ と を調べればすぐ 分かった場合であっても 、 媒介を行う 宅建

業者に重要事項説明義務が発生する こ と はない。  

 

11 

売買契約の媒介において、 売買土地に引き 込ま れた水道管が隣地を経由

し ており 、 役所の水道管管理図で容易に当該事実が分かる のに、 宅建業者

が当該事実について調査を怠り 、 重要事項説明書にも 記載し なかった場合

は、 媒介を行う 宅建業者には調査・ 説明義務違反の責任が発生する 。  

 

12 

売買対象地の水害のリ ス ク は、 買主にと って土地を購入する か否かの判

断に重要な影響を及ぼす事項ではある が、 実際に水害が発生する か否かは

分から ないため、 媒介を 行う 宅建業者は、 水害リ ス ク に関し 、 ハザード

マッ プにおける 物件所在地について、 重要事項と し て説明する 義務はな

い。  

 

13 

不動産賃貸等を業と する Ｘ 社は、 Ｙ 社に、 １ 棟のマンショ ンを定期建物

賃貸借で貸すこ と になった。 両社の担当者が定期建物賃貸借である こ と を

電話・ メ ールで事前に打ち合わせており 、 ま た、 定期建物賃貸借の契約書

案がＸ 社から 送ら れ、 Ｙ 社も 十分に検討し ていた。 し かし 、 定期建物賃貸

借の事前説明書は作成さ れていなかった。 こ の場合、 賃貸人Ｘ 社が賃借人

Ｙ 社に対し て終了通知を送付し た上で期間満了で建物の明渡し を請求し た

と き は、 Ｙ 社は「 普通建物賃貸借契約である 。 」 旨を主張し て明渡し を拒

むこ と ができ る 。  

 

14 

定期建物賃貸借契約は、 契約期間が１ 年以上の場合、 賃貸人は期間満了

の１ 年前から ６ か月前ま でに、 「 終了通知」 を賃借人にし なければなら な

いが、 賃貸人がこ の終了通知を怠っても 、 期間満了ま でに終了通知をすれ

ば、 定期建物賃貸借と し ての効力は変更さ れない。  

 

 

第４ 単元 改正税制の主要な改正点と 紛争事例およ び実務上の留意事項 

 問      題 解答欄 

１  

非居住者が日本国内の不動産を売却し た際には、 買主の居住用等の一定

の場合を除き 、 売価から 源泉徴収をし なければなら ない。 し かし 、 出国前

に納税管理人の届出をし ておけば源泉徴収義務は免除さ れる 。  

 

２  

居住用財産の買換え特例を適用する には、 売却する 不動産の価格が 1 億

円以下でなければなら ない。 こ の 1 億円には契約上の売価だけでなく 、 固

定資産税等精算金のよ う な税務上売価と 同一視さ れる 金額も 含めなければ

なら ない。  

 

３  

相続時精算課税制度の適用があった場合、 基礎控除額は特定贈与者ごと

に 110 万円が適用さ れる 。 従って、 特定贈与者が 2 人いた場合は、 それぞ

れの特定贈与者の贈与財産価額から 110 万円ずつ控除する こ と が出来る 。  

 

４  

居住用財産の 3, 000 万円特別控除はセカンド ハウ ス でも 適用でき る が、

適用する には 1 ヶ 月につき 1 日以上居住し ている こ と を証明する 必要があ

る 。  
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５  

住宅ロ ーン控除を適用する には床面積が 50 ㎡以上なければなら ない。

し かし 、 認定長期優良住宅・ 認定低炭素住宅・ ZEH 水準省エネ住宅・ 省エ

ネ基準適合住宅で令和 7 年末までに建築確認を受けていれば 40 ㎡以上 50

㎡未満でも 適用でき る 。 なお、 合計所得金額が 1, 000 万円以下の者に限

る 。  

 

 


